
 

盛岡市の概況 

 

１ 街づくりの歴史 

盛岡の街づくりは,慶長 2 年（1597）南部信直が盛岡城築城の起工式及び翌年の本格的な築城工事

を開始したことに始まるとされ,当時の城下町の街割りは,川を背にした城を中心に環状市街地の街

路形成が行われ,これが現在の中心市街地の骨格となっている。 

明治 22年（1889）4月 1日,市制・町村制の施行に伴い,旧城下町を市域として「盛岡市」が誕生。

以来,恵まれた自然や歴史的環境,地理的環境を生かしながら,都市機能の充実,生活環境の整備を進

め,岩手県の県庁所在地として着実に発展。平成元年（1989）には市制施行 100 周年を迎えた。平成

4年 4月 1日に南に隣接する都南村と,平成 18年１月 10日に北に隣接する玉山村と合併し,人口約 30

万人の新生盛岡市が誕生した。 

近年の盛岡市は,新しい都市づくりとして,現在の市街地から南西方向に向けて,盛岡駅西口地区や

盛岡南地区の都市開発事業が進められ,北東北の交流拠点都市として,さらなる発展をめざしている。 

 

２ 現在の市政 

平成 17年度から 26年度までを計画期間とする新しい総合計画「盛岡市総合計画 ～共に創る元気

なまち県都盛岡～」を策定しました。新しい総合計画は,市長の諮問機関である総合計画審議会によ

る協議のほか,市民及び各界の代表者等へのアンケート,「もりおか夢 100年シンクタンク事業」の中

で実施する「盛岡の新しいとびらを開く市民の会」の活動や「市政課題分析報告書の作成」などを通

じ,広く意見を取り入れたうえで策定しています。 

 

○人口等の推移 

年  次 
面積 

（k㎡） 
世帯数 

人    口  （人） 人口密度 

（人／k㎡） 
備   考 

総数 男 女 

昭和 40年 398.72 47,178 176,967 84,870 92,097 444 国勢調査 

45 398.72 57,943 196,036 93,805 102,231 492   〃 

50 398.72 68,909 216,223 103,356 112,867 542   〃 

55 398.72 79,689 229,114 110,627 118,487 575   〃 

60 398.72 83,406 235,469 113,027 122,442 591   〃 

平成 2年 398.69 87,480 235,434 112,340 123,094 591   〃 

4 489.15 103,509 281,902 134,932 146,970 576 推計人口（4月 1日合併） 

7 489.15 109,081 286,478 137,241 149,237 586 国勢調査 

13 489.15 116,036 288,618 138,303 150,315 590 推計人口（7月 1日） 

14 489.15 116,723 288,150 138,021 150,129 589   〃 

15 489.15 117,289 287,953 137,785 150,168 589   〃 

16 489.15 118,139 288,306 137,813 150,493 589   〃 

17 489.15 118,623 287,498 137,124 150,374 588   〃 

18 886.47 122,663 300,093 143,255 156,838 339 推計人口（5月 1日） 

19 886.47 123,631 299,657 142,783 156,874 338   〃 

20 886.47 124,561 298,784 142,112 156,672 337 推計人口（6月 1日） 

21 886.47 125,241 297,958 141,530 156,428 336   〃 

22 886.47 126,430 297,920 141,411 156,509 336   〃 

23 886.47 126,083 298,735 141,670 157,065 337 〃 （6月 1日） 

24 886.47 128,039 299,794 142,074 157,720 338 〃 （6月 1日） 

25 886.47 129,003 300,061 142,102 157,959 338 〃 （5月 1日） 
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■ 教育委員会委員  

職 名 氏 名 委員任期 初 就 任 日 

委 員 長 星
ほし

 野
の

 勝
かつ

 利
とし

 平 24.10.1 ～ 平 28.9.30 平 24.10.1 

第一委員長 

職務代理者 吉
よし

 丸
まる

 蓉
よう

 子
こ

 平 22.10.1 ～ 平 26.9.30 平 20.10.1 

第二委員長 

職務代理者 田
た

 口
ぐち

 淳
じゅん

 一
いち

 平 22.１.18 ～ 平 26.1.17 平 20.10.24 

委   員 松
まつ

 尾
お

 正
まさ

 弘
ひろ

 平 23.10.1 ～ 平 27.9.30 平 23.10.1 

教 育 長 千
ち

 葉
ば

 仁
じん

 一
いち

 平 24.10.1 ～ 平 28.9.30 平 23.4.1 



教育委員会等の機構・事務分掌 
 

■ 教育委員会    ---- 教育長 

 

 

■ 教育委員会事務局 ---- 教育部長 --- 教育次長 

 

・総務課  -------- 総務企画係 教育委員会議,秘書事務,事務局職員等の任免・給与・服務・研修・厚生福利 

例規,公印,文書,教育行政施策企画の総括, 予算・決算の総括・調整， 

情報化の総括,教育行政相談 

      ------------ 施設係 学校施設の建設計画･整備・維持管理,工事検査 

・学務教職員課  -------- 学事助成係 学校の設置,通学区域,学級編制,就学・入退学,就学奨励・援助,就園奨励 

      ---------- 教職員係 教職員の任免,服務,給与・厚生福利，奨学・育英  

      -------- 学校給食係 学校給食 

・学校教育課  ------ 学習指導担当 教育課程,国際交流,教育振興運動,特別支援教育,生徒指導,学校安全 

      ------ 学校経理担当 学校関係予算の執行管理,学校備品,教科用図書,教材,学校保健 

・生涯学習課  -------------------- 生涯学習に関する企画・調査研究,生涯学習の推進,青少年・女性・成人教育 

視聴覚教育,関係団体の指導・育成，社会教育施設の設置・管理運営の総括 

・歴史文化課  -- 文化財・史跡担当 文化財の調査・保護・活用,関係団体の指導・育成，博物館施設の整備・管理 

      ---- 埋蔵文化財担当 埋蔵文化財の調査・整理,調査報告書の作成,企画展等学芸業務 

 

 

■ 教育機関（教育委員会所管） 
 

・教育研究所  -------- 研究研修係 教育に関する専門的・技術的事項の調査研究,教育関係職員の専門研修 

  ------------ 調査係 教育相談,教育関係資料の収集・研究 

・中央公民館  ------------ 管理係 施設・設備の使用許可,施設の管理運営 

  ------------ 事業係 生涯学習の推進，各種学級・講座等の開設, 図書の貸出し 

企画展示室の企画展示・旧中村家の資料収集  

        中央公民館太田分館 各種学級・講座等の開設 

  ---- 見前地区公民館 

  ---- 飯岡地区公民館 

  ---- 乙部地区公民館 

・上田公民館  ------------------  施設・設備の使用許可,各種学級・講座等の開設,新聞等・図書の閲覧 

  ---- 松園地区公民館  

・西部公民館  ------------------  施設・設備の使用許可,各種学級・講座等の開設,図書の貸出し 

・渋民公民館  ------------------  施設・設備の使用許可,各種学級・講座等の開設 

  ---- 好摩地区公民館 

  ---- 玉山地区公民館 

  ---- 薮川地区公民館 

・市立図書館  ------------------  企画運営,広報，資料の収集・整理・保存・閲覧・貸出し・利用相談,自動車文庫 

・都南図書館  ------------------  企画運営,広報，資料の収集・整理・保存・閲覧・貸出し・利用相談,自動車文庫 

・渋民図書館  ------------------  企画運営,文書，資料の収集・整理・保存・閲覧・貸出し等 

・区界高原少年自然の家 -------------  集団宿泊活動・野外活動を通じた青少年の育成 

・遺跡の学び館  ------------------  施設の維持管理,出土品の管理・展示,体験学習の場の提供 

・都南歴史民俗資料館 ---------------  民俗資料等の収集・保存・展示 

・玉山歴史民俗資料館 ---------------  民俗資料等の収集・保存・展示 

・都南学校給食センター  ------------  施設管理,運営 

・玉山学校給食センター -------------  施設管理,運営 

・小学校（46校） 

・中学校（24校）分校（１校） 

・高等学校（1校） 

・幼稚園（4園） 

 

 

 

 

 



 

 

■ その他の教育施設（指定管理者による施設管理） 

 

・公民館  ------------------  河南公民館，都南公民館  

・ふるさと学習センター -------------  大ケ生ふるさと学習センター，姫神ふるさと学習センター 

・博物館  ------------------  原敬記念館,先人記念館,盛岡てがみ館,子ども科学館 

・文化施設     ------------------  もりおか歴史文化館 

・歴史公園  ------------------  志波城古代公園 

 

 

 

 

 ※ スポーツ及び芸術文化に関する事務は，平成 24年度から市長部局（市民部）に移管しています。 

 

■ 市民部 ---- 市民部長 --- 市民部次長 

 
・スポーツ推進課- ------------------  スポーツの普及・推進，スポーツに関する企画・調査研究，スポーツ施設 

                   の設置・管理運営，スポーツ関係団体の指導・育成，学校施設の開放 

     国体推進室 ---------------  第 71回国民体育大会関係 

・市民協働推進課-------------------- コミュニティ施策及び市民運動推進の総合調整，地域協働事業の推進 

    

文化国際室---------------  芸術・文化の振興，文化会館の設置・管理運営の総括，芸術文化関係団体 

の指導・育成，国際交流の推進，姉妹都市交流 

 

 

■ 教育機関（市長部局所管） 

 

・飯岡体育館  

・乙部体育館 

・好摩体育館 

 

 

■ その他の教育施設（指定管理者による施設管理）（市長部局所管） 
 

・文化会館  ------------------  盛岡劇場,都南文化会館,市民文化ホール,渋民文化会館 

・野球場  ------------------  市営野球場,太田橋野球場,渋民野球場 

・体育館  ------------------  盛岡体育館,都南体育館 

・市民プール  ------------------  総合プール,高松プール,都南中央公園プール（都市整備部所管） 

・盛岡市アイスアリーナ 

・屋内ゲートボール場 

・武道館 

・弓道場 

・屋外スポーツ施設 -----------------  太田スポーツセンター, 綱取スポーツセンター,太田テニスコート 

好摩テニスコート，松園運動広場,東中野運動広場 

乙部運動広場，玉山運動場，好摩相撲場，生出スキー場 

・球技場  ------------------  盛岡南公園球技場 

・運動公園  ------------------  渋民運動公園（野球場,陸上競技場,テニスコート,総合体育館,屋内相撲場, 

Ｂ＆Ｇ海洋センタープール） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

教育委員会の機構の概要 

 

１ 事務局及び教育機関の数と職員数                                       （平成 25年 4月 1日現在） 

区      分 課等の数 
常勤職員（人） 非常勤職員（人） 

市費支弁職員 県費負担職員 市費支弁職員 県費負担職員 

事  務  局 5課 72 - 18 - 

教育機関（学校を除く） 22機関 57 - 70 - 

教育機関 

（学校） 

小 学 校 46校 147 904 18 17 

中 学 校 24校 分校 1校 29 558 6 25 

高等学校 1校 68 - 9 - 

幼 稚 園 4園 11 - 3 - 

計  103 384 1,462 124 42 

注 1）小・中学校併設校１校を含む。 

注 2）県費負担職員は,平成 25年 5月 1日現在である。 

 

２ 教育委員会所管の教育機関等（学校を除く。）                   （平成 25年 4月 1日現在）   

教育機関等の種類 施設数 

１ 研究機関 

  

教育研究所 1 

-小計- 1 

２ 社会教育機関等 公民館（中央・上田・河南・都南・西部・渋民） 6 

地区公民館（見前・飯岡・乙部・松園・好摩・玉山・薮川） 7 

分館（太田） 1 

図書館（市立・都南・渋民） 3 

少年自然の家（区界） 1 

ふるさと学習センター（大ケ生・姫神） 2 

-小計- 20 

３ 文化機関等 博物館（遺跡の学び館・原敬記念館・先人記念館・盛岡てがみ館・ 

子ども科学館・都南歴史民俗資料館・玉山歴史民俗資料館） 
7 

歴史公園（志波城古代公園） 1 

文化施設（もりおか歴史文化館） 1 

-小計- 9 

４ その他の機関 学校給食センター（都南・玉山） 2 

-小計- 2 

合      計 32 

 

３ 市長部局所管の教育機関等                                   （平成 25年 4月 1日現在） 

教育機関等の種類 施設数 

１ 文化機関 文化会館（市民文化ホール・盛岡劇場・都南文化会館・渋民文化会館） 4 

 -小計- 4 

２ 社会体育機関等 野球場（市営・太田橋・渋民） 3 

体育館（盛岡・都南・飯岡・乙部・好摩） 5 

プール（総合プール・高松・都南中央公園） 3 

アイスアリーナ 1 

ゲートボール場（屋内） 1 

武道館（柔剣道場）・弓道場 2 

屋外スポーツ施設  10 

  

① スポーツセンター（太田・綱取） 2 

  

運動広場 (太田・綱取） (2) 

子供広場 (太田） (1) 

キャンプ広場(太田) (1) 

アーチェリー場 (太田) (1) 

テニスコート (綱取） (1) 

② テニスコート（太田・好摩） 2 

③ 相撲場（好摩） 1 

④ 運動広場（松園・東中野・乙部） 3 



 

 

⑤ 生出スキー場 1 

⑥ 玉山運動場 1 

球技場（南公園） 1 

渋民運動公園  6 

  

① 野球場 1 

② 陸上競技場 1 

③ テニスコート 1 

④ 総合体育館 1 

⑤ 屋内相撲場 1 

⑥ B＆G海洋センタープール 1 

-小計- 32 

合      計 36 

 

４ 附属機関 

名   称 職    務 委員定数 根拠法令 

盛岡市障害児就学指

導委員会 

教育委員会の諮問に応じ,障がいのある就学予

定者及び児童・生徒について市立小中学校特別

支援学級への入級,通級指導教室への通級,特別

支援学校への転入学並びに就学義務の猶予及び

免除に関する適切な判断を行い,教育委員会に

答申する。 

15人以内 盛岡市障害児就学指導委

員会条例第 1条 

盛岡市社会教育委員 社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言

する。 

20人以内 社会教育法第 15条  

盛岡市社会教育委員設置

条例第 1条 

盛岡市文化財保護審

議会 

教育委員会の諮問に応じ文化財の保存及び活用

に関する重要事項を調査審議する。 

10人以内 文化財保護法第 190条 

盛岡市文化財保護条例第

41条～第 46条 

盛岡市公民館運営審

議会 

館長の諮問に応じ,公民館における各種の事業

の企画実施について調査審議する。 

25人以内 社会教育法第 29条 

盛岡市公民館条例第 19条 

盛岡市図書館協議会 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるととも

に,図書館の行う図書館奉仕につき,館長に対し

て意見を述べる。 

15人以内 図書館法第 14条 

盛岡市図書館条例第 4条 

盛岡市子ども科学館

協議会 

子ども科学館の運営に関し館長の諮問に応ずる

とともに,館長に対して意見を述べる。 

15人以内 博物館法第 20条第 1項 

盛岡市子ども科学館条例

第 17条 

盛岡市先人記念館協

議会 

先人記念館の運営に関し館長の諮問に応ずると

ともに,館長に対して意見を述べる。 

10人以内 博物館法第 20条 

盛岡市先人記念館条例第

18条 

   注）教育委員会及び教育機関に設置する諮問機関について掲げている。 



 

 

教育委員会職員現員表 

１ 教育委員会事務局                                (平成 25年 4月 1日現在) 

区 分 
合 

計 

部
長
級 

次
長
級 

課
長
級 

補
佐
級 

係 

係長級 主任主事級等 技能職員 定数外 

教
育
部
長 

教
育
次
長
・
参
事 

課
長
・
主
幹
・
館
長
等 

補
佐 

副
主
幹 

主
任
指
導
主
事 

係
長 

主
査
等
（
※
） 

指
導
主
事 

主
任
・
主
事
（
※
） 

指
導
主
事 

社
会
教
育
主
事
等
（
※
） 

障
害
児
教
育
相
談
専
門

員 

学
芸
員
・
司
書 

主
事
補 

ボ
イ
ラ
ー
技
士
・
運
転

技
士 

用
務
員
・
調
理
員 

駐
在
・
派
遣 

非
常
勤 

教育部長 1 1                                     
 

  

教育次長・参事 3   3                                   
 

  

総務課 16     1 2    
総務企画係 1 2   2                   

施設係 1 2   5                2 

学務教職員課 15   (1)  2 3   

学事助成係 1 1  1     1    1 

教職員係 (1)    2                  

学校給食係 (1) 2   1                  

玉山区担当    1          

学校教育課 12   1 2 1 (1) 
学習指導担当   5         3 6 

学校経理担当  1  2          

生涯学習課 8  (1)  1     3  4  (1)       5 

歴史文化課 17     2 
1 

(1) 
 

  

  

文化財史跡担

当 
 3   2       1 1       4 

埋蔵文化財担

当 
 5  2          

計 72 1 3 4 8 4   3 19 5 22      1  2     3 18 

注１）主査等は,学芸主査,文化財主査,司書主査,栄養主査等を含む。 

注２）学務教職員課学校給食係の栄養士は，主任・主事に含める。 

注３）社会教育主事等は,社会教育主事補を含む。 

注４）（ ）内の数字は，兼務職員数。 



 

 

２ 教育機関（学校以外）                              (平成 25年 4月 1日現在) 

区 分 
合 

計 

部
長
級 

次
長
級 

課
長
級 

補
佐
級 

係 

係長級 主任主事級等 技能職員 定数外 

教
育
部
長 

教
育
次
長 

課
長
・
主
幹
・
館
長
等 

補
佐 

副
主
幹 

主
任
指
導
主
事 

係
長 

主
査
等
（
※
） 

指
導
主
事 

主
任
・
主
事 

指
導
主
事 

社
会
教
育
主
事
等
（
※
） 

障
害
児
教
育
相
談
専
門

員 

学
芸
員
・
司
書 

主
事
補 

ボ
イ
ラ
ー
技
士
・
運
転
技

士 

用
務
員
・
調
理
員 

駐
在
・
派
遣 

非
常
勤 

教育研究所 3     (1) 1 (2)  (1)   (2)  (1)   (2)     2           12 

中央公民館 9     1 1 1  
管理係 1    2                

14 
事業係 (1) 1   1        1     

中央公民館太田分館                                         1 

上田公民館 5      1 2       1   1   (1)             8 

西部公民館 5     1 (1) 1       1   2               6 

渋民公民館 3      1 (1) 
1 

(2) 
          1                 2 

松園地区公民館 1           1         
2 

(2) 

見前地区公民館 1                1                     2 

飯岡地区公民館 1         
1 

(1) 
                           

1 

(1) 

乙部地区公民館 1         
 

 
      1   (1)                  

1 

(1) 

好摩地区公民館 1                 
1 

(1)  
                    

1 

(1) 

玉山地区公民館           (1)                             
1 

(2) 

薮川地区公民館           (1)                             1 

市立図書館 9     1 1 1     1   4       1        2 

都南図書館 8     1 1      3   3                3 

渋民図書館 2      (1) (1) 
2 

(1) 
          (1)                

1 

(1) 

区界少年自然の家 5     2 (1)             1 2              4 

遺跡の学び館 
 

 

 

  

 

  
(2)  (1) 

 

  

 

 
    (5)    (2)              5 

都南歴史民俗資

料館 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
         

 

 
             2 

玉山歴史民俗資

料館 
  

 

  
    (2)       (1)         (1) 

都南学校給食 

センター 
2         1   庶務係 (1) 1             1 

玉山学校給食 

センター 
1 

 

  

 

  
(1) 

 

  
 

 

  
  1  (1)          

計 57   7 5 10   1 12  16 2  2 2      70 

注１）主査等は,学芸主査,文化財主査,司書主査,栄養主査等を含む。 

注２）社会教育主事等は,社会教育主事補を含む。 

注３）（ ）内の数字は，兼務職員数。



 

 

３ 小学校                (学級数，児童数，県費職員：平成 25年 5月 1日，市費職員：平成 25年 4月 1日現在) 

学校名 学級数 児童数 

県 費 支 弁 職 員 数 市費支弁職員数 

合 

計 
校

長 

副校

長 

主幹教

諭指導

教諭 

教諭 
養護 

教諭 

栄養 

教諭 

栄養

職員 
事務 計 

栄

養

士 

調

理

員 

用

務

員 

計 

仁 王 19（5） 453 （23） 1 1 1 24 1   1(1) 29(1) 1 3 2 6 35 

城 南 19（2） 509 （15） 1 1  24 1  1 1 29     4 2 6 35 

桜 城 12 394 1 1 1 17 1   1 22    1 3 2 6 28 

厨 川 14（2） 389 （11） 1 1  18 1   1 22    1 3 2 6 28 

仙 北 25（1） 760  （4） 1 1 1 30 1 1  1 36     4 2 6 42 

杜 陵 10 229 1 1  13 1   1 17    1 2 1 4 21 

山 岸 20（2） 550  （3） 1 1  24 1 1  1 29     4 2 6 35 

大慈寺 7（1） 179  （1） 1 1  9 1 1  1 14     2 1 3 17 

米 内 6 115 1 1  7 1   1 11    1 2 1 4 15 

土 淵 13 369 1 1 1 16 1   1 21    1 3 2 6 27 

中 野 20 667 1 1 1 25 1 1  1 31     4 2 6 37 

本 宮 23（1） 766  （4） 1 1 1 30 2 1  1 37     4 2 6 43 

浅 岸 2 5 1   2 1    4    1 1 1 3 7 

青 山 20（1） 612  （4） 1 1 1 27 1   1 32    1 4 2 7 39 

北厨川 12 360 1 1  15 1  (1) 1 19(1)  3 2 5 24 

河 北 8（2） 174  （8） 1 1  11 1   1 15    1 2 1 4 19 

上 田 12 402 1 1  16 1   1 20    1 3 2 6 26 

山 王 8 (1) 170   (1) 1 1  9 1 1  1 14     2 1 3 17 

川 目 3 17 1 1  3 1   (1) 6(1) 1 1 1 3 9 

緑が丘 19 629 1 1 1 26 1 1  1 32     4 2 6 38 

太 田 6 87 1 1  6 1   1 10    1 1 1 3 13 

太田東 13（1） 288  （4） 1 1  14 1   1 18    1 2 1 4 22 

繋 3 26 1    4 1   1 7    1 1  2 9 

城 北 22（3） 656 （16） 1 1 1 28 1 1  1 34  4 2 6 40 

大 新 19（1） 592  （4） 1 1  24 1   1 28    1 4 2 7 35 

松 園 14（2） 309 （13） 1 1  16 1 1  1 21     3 1 4 25 

月が丘 16 (1) 437   (3) 1 1  20 1 1  1 25     3 2 5 30 

高 松 14（1） 390  （2） 1 1  18 1   1 22    1 3 2 6 28 

東松園 12 277 1 1  14 1 1  1 19     2 1 3 22 

見 前 19（1） 541  （1） 1 1  23 1 1 1(1) 1 29(1)    2 2 31 

飯 岡 8（2） 155  （9） 1 1  10 1   1 14      1 1 15 

羽 場 12（1） 251  （1） 1 1  14 1   1 18      1 1 19 

永 井 13 (1) 352   (2) 1 1  15 1   1 19      1 1 20 

手代森 10 (1) 236   (2) 1 1  13 1   1 17      1 1 18 

津志田 29（4） 799 （18） 1 1 1 36 1   1 41      2 2 43 

見前南 12 328 1 1  14 1   1 18      1 1 19 

都南東 8（1) 185  （2) 1 1  10 1   1 14      1 1 15 

北松園 12 307 1 1  14 1 1  1 19     3 1 4 23 

玉 山 5 49 1 1  5 1   (1) 8(1)   1 1 9 

城 内 3 13 1 1  3 1    6      1 1 7 

外 山 2 4 1    2    (1) 3(1)   1 1 4 

渋 民 13（1) 255  （4) 1 1  14 1 1  1 19      1 1 20 

生 出 4 50 1 1  4 1   1 8      1 1 9 

巻 堀 4 36 1 1  4 1   (1) 7(1)   1 1 8 

好 摩 8（1) 199  （1) 1 1  10 1   1 14      1 1 15 

向中野 17 556 1 1  22 1   1 26      2 2 28 

計 570(40) 15,127(156) 46 43 10 703 46 14 2(2) 40(5) 904(7) 16 84 65 165 1,069 

注１ 学級数,児童数の（ ）内は，特別支援学級を示し内数。注２ 教諭には加配講師を含む。注３ 事務，栄養教諭，栄養職員の（ ）内は臨時職員数。注４ 非常勤職員（用務員 18人）を含む。 



 

 

４ 中学校               (学級数，生徒数，県費職員：平成 25年 5月 1日，市費職員：平成 25年 4月 1日現在) 

学校名 学級数 生徒数 

県費支弁職員数 市費支弁職員数  

合 計 
校長 

副校

長 

主 幹 教

諭 指 導

教諭 

教諭 
養護 

教諭 

栄

養

教

諭 

栄

養

職

員 

事務  計 
栄養

士 

調理

員 

用務

員 

  

計 

下 橋 11（2） 302（15） 1 1  21 1     1 25        1 1 26 

下小路 17（1） 586 （3） 1 2 1 31 2     1 38        2 2 40 

厨 川 22（4） 647（28） 1 1 1 36 2     2 43        2 2 45 

上 田 16（4） 375（14） 1 1  27 1     1 31        2 2 33 

河 南 12 443 1 1  21 1     1 25        2 2 27 

仙 北 12 410 1 1  20 1     1(1) 24(1)     2 2 26 

大 宮 20（1） 639 （4） 1 1 1 33 1     1 38        2 2 40 

米 内 3 89 1 1  7 1     (1) 10(1)     1 1 11 

土 淵 5 122 1 1  9 1     1 13        1 1 14 

黒石野 12 436 1 1  23 2     1 28        2 2 30 

北杜分校 2 8  1  5     6        6 

繋 3 16   1  6        7        1 1 8 

城 西 12 386 1 1 1 20 1     1 25        2 2 27 

城 東 7 221 1 1  13 1     1 17        1 1 18 

北 陵 22 (1) 742  (1) 1 1 1 39 1     1(1) 44(1)     2 2 46 

松 園 10（1） 306 （4） 1 1  17 1     1 21        1 1 22 

見 前 17（2） 530 （8） 1 1 1 31 1     1 36        2 2 38 

飯 岡 8 (2) 199 （4） 1 1  15 1     1 19        1 1 20 

乙 部 10（1） 275 （4） 1 1  17 1     1 21        1 1 22 

見前南 12 421 1 1  23 1     1 27        2 2 29 

北松園 6 203 1 1  11 1     1 15        1 1 16 

玉  山 3 26 1 1  7 1     1 11        1 1 12 

薮  川 1 2 1    3 1       5        1 1 6 

渋  民 6 (1) 161 （2） 1 1  10 1     1 14        1 1 15 

巻  堀 6  150  1 1  11 1     1 15        1 1 16 

計 255(20) 7,695(87) 23 25 6 456 26   22(3) 558(3)   35 35 593 
注１ 学級数,児童数の（ ）内は，特別支援学級を示し内数。注２ 教諭には加配講師を含む。注３ 事務，栄養教諭，栄養職員の（ ）内は臨時職員数。注４ 非常勤職員（用務員 6人）を含む。 

 

５ 市立高等学校                                  (平成 25年 4月 1日現在) 

学級

数 

生徒

数 
校長 

副校

長 
教諭 

養護 

教諭 

実習

教諭 
講師 

実習 

助手 

英語

指導

講師 

事務長 
事務長 

補佐 

主査･

主任 

用務

員 
合計 

24 907 1 1 56 1 2 (7) (1) (1) 1 1 2 3 68(9) 

注 （ ）内は非常勤職員数（講師，実習助手，英語指導講師）。 
 

６ 幼稚園                                     (平成 25年 4月 1日現在) 

幼稚園名 学級数 園児数 園長 副園長 教諭 養護教諭 用務員 合計 

太 田 3 38 1  2 (1) 1  4(1) 

米 内 3 19 1  2 (1) 1  4(1) 

つなぎ 1  9 (1) 1  (1) 1  2(2) 

好 摩 3 36 1  2 (1) 1  4(1) 

計 10 102 3(1) 1 6 (4) 4 14(5) 

注１ 非常勤職員（園長 3人）を含む。 

注２ （ ）内は兼務職員数。 



 

 

平成 25年度施策の方針と重点 
 
＜将来を担う次世代の育成＞ 

１ 小中学校教育の充実  

 ①学力の向上  

  ・基礎・基本の確実な定着  

  ・学習意欲の向上   

  ・小中一貫教育の推進  

 ②心の教育の充実  

  ・道徳教育の推進  

  ・生徒指導の充実  

  ・先人教育の推進  

  ・キャリア教育の推進  

 ③健康安全教育の充実  

  ・学校体育の充実  

  ・保健衛生の充実  

  ・安全教育の推進  

  ・学校給食の円滑な運営と完全給食校の拡大  

 ④特別支援教育の充実  

  ・特別支援学級における指導の充実  

  ・相談支援体制の充実  

 ⑤教育振興運動の推進  

  ・地域に根ざした運動の推進  

  ・中学生社会参加活動の推進  

 ⑥教育諸制度等の充実・改善  

  ・開かれた教育委員会  

  ・盛岡市立小中学校学校給食基本方針の策定 

  ・学校給食における放射性物質に関する対策 

  ・就学困難な児童生徒等に対する就学援助及び特別支援学級児童生徒に対する就学奨励 

  ・遠距離通学児童生徒への通学費支援  

  ・小中学校教職員の健康管理と多忙化解消 

２ 幼稚園教育の充実  

  ・幼小連携，保育サービスの充実  

  ・就園奨励制度による保育料の保護者負担の軽減  

３ 市立高等学校教育の充実  

  ・学力向上，部活動の振興 

  ・就職支援相談員と連携した進路指導の充実 

  ・市立高校らしさを目指す体制と少子化に対応した学級規模，学科編成等の検討 

４ 教職員研修・教育研究の充実 

  ・教職員研修の充実 

  ・教育研究の充実 

５ 学校施設の充実 

 ①学校施設の整備 

  ・小中学校耐震補強，城東中学校校舎改築，城西中学校校舎改築 

  ・土淵小・中学校一貫教育導入施設整備，巻堀中学校施設整備，向中野小学校施設整備 

 ②学校施設の地域活用 

  ・屋内運動場等の地域活用 

  ・余裕教室の地域活用 

 

 

 

 

  



 

 

＜いつでもどこでも学ぶことができる環境の構築＞ 

１ 生涯学習推進体制の充実 

① 生涯学習推進計画の見直しに向けた検討 

② 情報提供や学習相談の充実 

③ 生涯学習の普及と推進 

④ 大学等の連携の推進 

２ 社会教育の充実 

① 家庭教育支援の充実 

・ＰＴＡなど関係団体や地域社会との連携 

② 社会教育活動の充実 

・松園地区公民館児童健全育成事業の実施 

・放課後子ども教室推進事業の実施 

・中学生社会参加活動促進事業の推進 

・うるま市との中学生交流の実施 

・子どもの読書活動推進事業の促進 

・学校支援地域本部事業等学校との連携 

・社会教育関係団体の育成，活動の支援 

・東北地区社会教育研究大会・東北地区公民館大会開催の支援 

・私たちの作品展，盛岡市民音楽祭の実施 

③ 社会教育施設の整備・拡充等 

・（仮称）見前南地区公民館建設に係る地元協議等 

・区界高原少年自然の家の耐震診断の実施 

・子ども科学館プラネタリウム関連映像設備の更新など 

・社会教育施設の計画的修繕による機能保全 

 

 

＜歴史を受け継ぐ文化遺産の保護・活用＞ 

１ 歴史的文化遺産の保護と活用 

①文化財の調査、保存及び公開活用         

   文化財保護のための環境整備、文化財調査、文化財保存維持助成         

②文化財保護団体等の育成・支援         

   盛岡市無形民俗文化財保存連絡協議会等の育成支援         

③史跡の保存管理と整備活用         

   志波城保存整備工事の実施及び用地取得         

   県史跡大館町遺跡の環境整備         

   安倍館遺跡の環境整備推進及び史跡指定の検討         

   盛岡城跡保存整備の推進         

④埋蔵文化財の保護と調査の推進 

⑤歴史公園の管理・運営・活用の充実         

   志波城古代公園の管理         

   大館町遺跡公園、安倍館遺跡の環境保全委託     

２ 博物館施設の整備と充実         

① 博物館等施設の管理運営の充実         

② 財団法人石川啄木記念館の市への移管         

③ 特色ある事業活動の推進         

④新玉山歴史民俗資料館建設に向けた調査研究         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜豊かな心を育む芸術文化活動の支援＞   

文化施設の整備と活用  

 ①芸術文化活動の推進と奨励 

  ・盛岡芸術祭の共催 

  ・地域に根ざした市民の文化活動の支援 

  ・市所蔵作品展の開催 

  ・美術品の管理と活用（インターネット美術館の運用） 

  ・橋本コレクション(絵画)の中長期的な修復計画の策定 

  ・盛岡芸術協会など芸術文化団体との連携 

 ②文化会館等施設の整備・充実 

  ・(財)盛岡市文化振興事業団に対する支援・連携の強化 

   

 

＜生涯にわたり楽しめるスポーツ・レクリエーションライフの実現＞ 

１ スポーツを「する」環境づくり  

① ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進  

  ・「盛岡市次世代大力・運動能力向上プロジェクト」の実施  

  ・盛岡・北上川ゴムボート川下り大会の開催  

  ・啄木の里ふれあいマラソン大会の開催  

  ・学校体育施設開放事業の推進  

② スポーツ施設の整備充実  

  ・スポーツ施設適正配置計画の策定  

  ・通年型スケートリンクの整備  

  ・渋民運動公園整備事業の推進 

  ・都南東部地区へのスポーツ施設の整備推進 

２ スポーツを「支える（育てる）」環境づくり  

   ・（仮称）スポーツパル制度の創設  

  ・総合型地域スポーツクラブ設立に向けた取組  

３ 2016「希望郷いわて国体」への取組  

① 市民協働による大会運営  

② 開催関連施設の整備  

 

 

 

 

 

 

※本市では，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第 24条の２第１項の規定に基づき，「盛岡市教育に

関する事務の職務権限の特例に関する条例（平成 23年条例第 48号）」を制定し，平成 24年度から，次に掲げる教育に関する事務は，市

長が管理し，及び執行することとしている。 

（１）スポーツに関すること（学校における体育に関することを除く。）。 

（２）文化に関すること（文化財の保護に関することを除く。）。 

 



 

 

平成 25年度一般会計・教育費予算 
 

１ 歳入予算及び歳出予算（当初） 
    ＜歳入＞                (単位：千円)   ＜歳出＞               (単位：千円） 

     

科       目 予  算  額 構成比   科    目 予  算  額 構成比 

市税  40,069,803 38.8%   議会費 711,346 0.7% 

地方譲与税 905,944 0.9%   総務費 10,554,882 10.2% 

利子割交付金 79,959 0.1%   民生費 38,328,713 37.1% 

配当割交付金 39,246 0.0%   衛生費 8,200,198 7.9% 

株式等譲渡所得割交付金 4,456 0.0%   労働費 432,697 0.4% 

地方消費税交付金 3,120,411 3.0%   農林費 2,556,837 2.5% 

ゴルフ場利用税交付金 25,527 0.0%   商工費 1,826,401 1.8% 

特別地方消費税交付金 1 0.0%   土木費 14,953,924 14.5% 

自動車取得税交付金 185,063 0.2%   消防費 3,775,968 3.6% 

地方特例交付金 112,927 0.1%   教育費 7,604,377 7.4% 

地方交付税 18,374,888 17.8%   災害復旧費 1 0.0% 

交通安全対策特別交付金 80,613 0.1%   公債費 14,351,656 13.9% 

分担金及び負担金 1,374,078 1.3%   予備費 50,000 0.0% 

使用料及び手数料 1,695,599 1.6%   合    計 103,347,000 100.0% 

国庫支出金 17,551,032 17.0%   注）平成 24年度から「スポーツ及び芸術文化」に 

県支出金 5,478,509 5.3%   関する事業が市長部局に移管され，予算は総務費 

財産収入 340,775 0.3%   となっている。 

寄附金 2,301 0.0%      

繰入金 839,415 0.8%         

繰越金 1 0.0%         

諸収入 1,734,552 1.7%      

市債 11,331,900 11.0%         

合  計 103,347,000 100.0%      

 

２ 一般会計予算額と教育費の推移 
(単位：千円） 

年  度 

当 初 予 算 額 決 算 額 

一般会計 教育費 教育費率 対前年比 一般会計 教育費 
教育 

費率 

対前年

比 

平成 11年度 88,806,000  10,300,408  11.6% 57.1% 98,275,550  9,973,050  10.1% 56.5% 

平成 12年度 87,195,000  9,653,220  11.1% 93.7% 92,938,979  9,563,628  10.3% 95.9% 

平成 13年度 88,079,000  9,195,514  10.4% 95.3% 90,154,700  9,089,241  10.1% 95.0% 

平成 14年度 88,034,000  9,743,559  11.1% 106.0% 89,413,048  9,605,653  10.7% 105.7% 

平成 15年度 88,771,000  9,094,620  10.2% 93.3% 93,235,912  9,191,493  9.9% 95.7% 

平成 16年度 91,049,000  8,258,326  9.1% 90.8% 93,317,766  8,093,630  8.7% 88.1% 

平成 17年度 92,333,000  8,189,531  8.9% 99.2% 94,161,927  8,082,212  8.6% 99.9% 

平成 18年度 95,381,000  8,452,944  8.9% 103.2% 100,126,932  8,404,050  8.4% 104.0% 

平成 19年度 94,430,000  8,817,756  9.3% 104.3% 97,041,063  9,689,354  10.0% 115.3% 

平成 20年度 95,280,000 9,514,223 10.0% 107.9% 95,353,135 9,645,839 10.1% 99.6% 

平成 21年度 95,765,000  9,162,834  9.6% 96.3% 108,080,340  10,247,632  9.5% 106.2% 

平成 22年度 101,485,000 9,565,309 9.4% 104.4% 104,272,568 9,553,068 9.2% 93.2% 

平成 23年度 108,072,000 10,592,141 9.8% 110.7% 111,995,048 10,922,033 9.8% 114.3% 

平成 24年度 104,452,000 8,778,717 8.4% 82.9%     

平成 25年度 103,347,000 9,251,794 9.0% 105.4%     

注 1) 平成 17年度当初予算額は,旧玉山村の平成 17年度当初予算額を加えたもの 

注 2）「教育費」には，「スポーツ及び芸術文化」に関する事業費が含まれているため，歳出の表の教育費の予算額とは異なる。 

注 3）「教育費率」とは,一般会計に占める教育費の割合である｡ 

注 4）「対前年比」とは,教育費の前年に対する増減比である｡ 

 



 

 

３ 平成 25年度教育費予算（当初） 

(単位：千円） 

項       目 

予    算    額 25 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 

25 年度 24 年度 
差引増減 

（△） 

特    定    財    源 

一般財源 国  庫 

支出金 
県支出金 地 方 債 そ の 他 

１ 教育総務費 757,827 758,952 △1,125 1,653 24,631 0 4,794 726,749 

  1 教育委員会費 
 

6,275 6,194 81 0 0 0 0 6,275 

  2 事務局費 
 

444,698 423,396 21,302 0 0 0 1,854 442,844 

  3 教育研究所費 
 

63,771 63,333 438 0 0 0 0 63,771 

  4 教育指導費 
 

227,105 250,051 △22,946 1,653 24,631 0 2,940 197,881 

  5 恩給及び退職年金費 
 

920 920 0 0 0 0 0 920 

  6 教育諸費 
 

15,058 15,058 0 0 0 0 0 15,058 

２ 小学校費 2,314,092 2,476,569 △162,477 51,802 125,764 136,400 14,082 1,986,044 

  1 学校管理費  1,767,760 1,822,014 △54,254 0 32,398 0 12,282 1,723,080 

  2 教育振興費  216,872 227,223 △10,351 4,310 4,670 0 0 207,892 

  3 学校建設費  329,460 427,332 △97,872 47,492 88,696 136,400 1,800 55,072 

３ 中学校費 1,394,806 896,358 498,448 120,056 60,689 382,100 6,268 825,693 

  1 学校管理費  643,460 678,841 △35,381 0 10,800 3,800 5,368 623,492 

  2 教育振興費  154,576 191,651 △37,075 4,585 3,266 0 0 146,725 

  3 学校建設費  596,770 25,866 570,904 115,471 46,623 378,300 900 55,476 

４ 高等学校費 700,359 672,785 27,574 93,467 0 0 4,612 602,280 

  1 高等学校総務費  694,313 666,739 27,574 93,467 0 0 4,612 596,234 

  2 教育振興費  6,046 6,046 0 0 0 0 0 6,046 

５ 幼稚園費 432,544 423,108 9,436 70,517 6,099 0 6,689 349,239 

６ 社会教育費 1,819,094 1,898,767 △79,673 95,419 10,563 49,400 52,886 1,610,826 

  1 社会教育総務費  681,541 782,988 △101,447 83,211 9,963 37,700 9,492 541,175 

  2 公民館費  549,857 508,475 41,382 0 0 0 26,100 523,757 

  3 図書館費  305,077 333,801 △28,724 0 0 0 705 304,372 

  4 少年自然の家費  77,816 71,174 6,642 0 0 0 0 77,816 

  5 子ども科学館費  157,316 150,266 7,050 0 0 0 15,198 142,118 

  6 遺跡の学び館費  47,487 52,063 △4,576 12,208 600 11,700 1,391 21,588 

７ 保健体育費 185,655 197,039 △11,384 0 0 0 18 185,637 

  1 保健体育総務費  185,655 197,039 △11,384 0 0 0 18 185,637 

合        計 7,604,377 7,323,578 280,799 432,914 227,746 567,900 89,349 6,286,468 

 

４ 平成 25年度総務費（スポーツ及び芸術文化分）予算（当初） 
                                                     (単位：千円） 

項       目 

予    算    額 25 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 

25 年度 24 年度 
差引増減 

（△） 

特    定    財    源 

一般財源 国  庫 

支出金 
県支出金 地 方 債 そ の 他 

１ 総務管理費 1,647,417 1,455,139 192,278 1,581 0 291,900 72,624 1,281,312 

  15 保健体育総務費 
 

234,017 182,173 51,844 0 0 0 240 233,777 

  16 体育施設費 
 

809,703 669,399 140,304 1,581 0 291,900 71,838 444,384 

  17 芸術文化費 
 

3,927 3,181 746 0 0 0 500 3,427 

  18 文化会館費  599,770 600,386 △616 0 0 0 46 599,724 

 


